
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
及
び
国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

運
用
の
対
象
と
な
る
有
価
証
券

（
第
二
十
二
条
関
係
）

国
立
大
学
法
人
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
（
二
に
お
い
て
「
国
立
大
学
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
文
部
科
学

大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
が
、
有
価
証
券
の
売
買
に
よ
る
業
務
上
の
余
裕
金
の
運
用
を
行
う
に
あ
た
り
、
そ
の
対
象
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
号
か
ら

第
十
二
号
ま
で
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
六
号
か
ら

第
九
号
ま
で
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２

１
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
で
あ
っ
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有

価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
も
の

二

投
資
一
任
契
約

（
第
二
十
三
条
関
係
）

国
立
大
学
法
人
等
の
う
ち
文
部
科
学
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
が
、
信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ



の
金
銭
信
託
に
よ
る
業
務
上
の
余
裕
金
の
運
用
を
行
う
に
あ
た
り
、
金
融
商
品
取
引
業
者
と
の
投
資
一
任
契
約
の
締
結
に

よ
る
場
合
に
は
、
投
資
判
断
の
全
部
を
一
任
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

指
定
国
立
大
学
法
人
に
よ
る
出
資
の
対
象

（
第
二
十
四
条
関
係
）

指
定
国
立
大
学
法
人
は
、
当
該
指
定
国
立
大
学
法
人
に
お
け
る
研
究
の
成
果
を
活
用
す
る
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る

も
の
を
実
施
す
る
者
に
対
し
、
出
資
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

１

当
該
指
定
国
立
大
学
法
人
に
お
け
る
研
究
の
成
果
（
２
に
お
い
て
「
特
定
研
究
成
果
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
て
、

事
業
者
の
依
頼
に
応
じ
て
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
事
業

２

１
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
研
究
成
果
を
活
用
し
て
、
事
業
者
及
び
そ
の
従
業
員
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
研
修

又
は
講
習
を
行
う
事
業
（
特
定
研
究
成
果
を
活
用
し
て
研
修
又
は
講
習
に
必
要
な
教
材
を
開
発
し
、
当
該
教
材
を
提
供

す
る
事
業
を
含
む
。
）

第
二

国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
令
の
一
部
改
正

一

委
員
等
の
任
命

（
第
二
条
関
係
）



国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
外
国
人
で
あ
る
委
員
等
は
、
大
学
の
運
営
に
関
し
て

高
い
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
文
部
科
学
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
。

二

委
員
長
、
分
科
会
長
及
び
部
会
長

（
第
四
条
か
ら
第
六
条
関
係
）

委
員
長
、
分
科
会
長
及
び
部
会
長
並
び
に
そ
れ
ら
の
職
務
を
代
理
す
る
者
は
、
外
国
人
で
あ
る
委
員
を
除
い
た
委
員
の

う
ち
か
ら
選
挙
す
る
こ
と
。

三

議
事

（
第
七
条
関
係
）

委
員
会
が
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
場
合
の
要
件
と
し
て
、
外
国
人
で
あ
る
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
外
国
人

で
あ
る
臨
時
委
員
の
数
が
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
を
加
え
る

こ
と
。

第
三

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
は
、
平
成
二
十
八
年
十

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


